
【水洗化補助金交付制度について】 

 

（対象となる工事） 

１．既設汲み取り便所（浄化槽を含む）を水洗便所に改造する工事、及び同時に施工する台所、浴室、

洗濯場等の排水設備工事の施工に要する工事。 

２．上記の工事において必要となる最小限度の便所内部の左官工事、大工工事、給水工事。 

３．新築、増築、改築の場合は対象とならない。また、補助金の交付が決定される前に工事を着工した

場合も対象とならない。 

 

（交付対象者） 

１．次のうちの世帯で、世帯全員（同居する全ての方）の個人住民税所得割が非課税であること。 

  ① ひとり親世帯・・・独立した母子、父子世帯で子どもが１８歳未満である世帯。 

  ② 高齢者世帯・・・・独立した世帯で６５歳以上の者のみで構成するか、又はこれに１８歳未満 

             の者が加わった世帯。 

  ③ 障がい者世帯・・・独立した世帯で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持 

つ者の属する世帯。 

※ただし、ひとつの家屋に居住し、世帯分離している場合は、全ての世帯が上記の要件を満たす必 

要があります。 

２．供用開始区域（処理区域）内に居住する者で、自己の居住用の建物、かつ、その所有者。 

３．下水道の供用開始の日から３年以内に排水設備工事を行う者。 

４．市税、下水道受益者負担金、水道料金などに滞納がない者。 

５．次の建物は対象としない。 

  ① 官公庁、会社その他の法人が所有する建築物、賃貸住宅及び住居を伴わない営業店舗 

  ② ①以外のものであっても用途が類似しているもの。 

６．補助金の交付を過去に受けていない者。 

 

（申請に必要な書類） 

１．松阪市水洗化補助金交付申請書 

２．排水設備等計画確認申請書（一式）・・・３部（コピー可） 

３．既設便所の確認ができる写真・・・便器（蓋が開いた状態及び閉じた状態のもの）、汲取り便槽、 

浄化槽、配管経路等の現況写真 

４．申請者の市税完納証明書（市民税課又は各振興局地域住民課にて取得） 

５．世帯全員の住民票（戸籍住民課又は各振興局地域住民課にて取得） 

６．世帯全員の非課税証明書または個人住民税所得割が非課税であることがわかる課税証明書 

（市民税課又は各振興局地域住民課にて取得） 

７．承諾書（世帯員がいる場合は、連名で全員分の署名と押印が必要） 

８．障害者手帳等の写し（障がい者世帯のみ） 

 

 



市への問い合せ先 

下水道建設課生活排水係  電話 0598－53－4132 FAX0598－26－4319 

北部上下水道事務所    電話 0598－56－7906 FAX0598－56－7148 

 

（補助金の額） 

・１世帯につき１件３０万円とする。ただし、この額に満たない工事についてはその額を交付額とする。 

 

 

（受付時期） 

・申請は随時受付けますが、原則、申請年度に一連の手続きが完了することとする。 

 

 

（申請後の流れ） 

１．市に申請書を提出。（申請の手続きについては指定工事店が代行して行います。） 

２．市が内容の審査を行い補助金の交付が決定した後、申請者に「補助金交付決定通知書」を送付する。 

３．申請者は「補助金交付決定通知書」を受けた後、排水設備工事に着手。 

４．工事が完了し、完成検査に合格した後、補助金の交付を受けるために次の書類を市に提出。 

  ・松阪市水洗化補助金実績報告書 

  ・指定工事店請求書の写し・・・工事店が施主に請求するもの。 

  ・排水設備等工事完了届・・・完了図面含む。 

  ・公共下水道使用開始届（浄化槽廃止の場合は浄化槽廃止届出書も必要。） 

  ・工事完了写真・・・便器（改造したとき）、汲取り便槽・浄化槽撤去後の完了写真、 

            配管状況（工事作業中）を示す写真 

  ・排水設備工事調書・・・工事数量、工事費等に変更があった場合。 

５．市が内容を確認した後、補助金額の確定を行い申請者に「交付確定通知書」を送付する。 

６．申請者は、「交付確定通知書」を受けた後、受領に関する「委任状」、「補助金請求書」を市に提出。 

７．「委任状」、「補助金請求書」の提出により工事代金として補助金が工事店に支払われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 


